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 序文 
福島復興再生特別措置法（平成 24年法律第 25号）第 114条の規定に基づき、福島国際研

究教育機構（以下「機構」という。）の令和６年度（令和 6年４月１日～令和 7年３月 31日）
の研究開発等業務の運営に関する計画（以下「年度計画」という。）を、次のとおり定める。 
 

 新産業創出等研究開発の成果の最大化その他の研究開発等業務の質の向上に関
する目標を達成するためとるべき措置 

 
1. 研究開発に関する目標を達成するためとるべき措置 

 （i）研究開発 
福島における新たな産業の創出及び我が国の科学技術力・産業競争力の強化により福島をはじ

め東北の復興を前進させるとともに、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の実現など世界共通の課
題の解決も目指すものとし、以下の内容を基本に取り組んでいく。ただし、福島の復興・再生の進捗
に応じた研究開発のニーズや科学技術の進展等を踏まえ、柔軟に取組を実施する。 
また、継続的に研究開発の成果を出し、産業化や人材育成を進めることができるよう、研究内容に

ついては基礎的な研究とそれに基づいた応用的な研究を適切に推進し、併せて分野間の融合を促
進し機構ならではの研究が創出されるよう取り組むこととする。 
令和６年度は前年度に開始した委託研究を中心に、段階的なインハウス研究への移行に向けて
研究開発を進める。 

 

(1) ロボット 
廃炉に資する高度な遠隔技術や、災害現場や宇宙など過酷環境を含めた様々な環境下

での使用、情報技術との融合を想定したロボット・ドローンに関する研究開発、さらに、飛行時
間・ペイロードの大幅増加を実現する高機能ドローンの開発、人材育成に取り組み、世界の
課題解決につなげていく。 
令和６年度は、以下の取組を進める。 
 

1） 廃炉などの困難環境での動作に資する技術の研究開発とその応用の検討 
・ 福島第一原発など原子力施設の廃炉や廃止措置に資するよう、作業効率と信頼

性を高めた廃炉向けロボットの開発に向けて、遠隔操作技術や耐放射線半導体
デバイス開発について、研究を推進する。 

・ 当該技術を災害対応や宇宙開発などの他分野に展開する可能性について検討す
る。 

・ 将来の廃炉を担う人材を育成するための教育プログラムの開発を進め、試行する。 
 

2） 過酷環境下で機動性を発揮するロボットの研究開発 
・ 過酷環境下でのロボット・ドローンの活用を可能とする耐水性や耐熱性などの強靭
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性強化や、機動性や通信性能の向上等に関する研究開発を推進する。 
 

3） 先端ＩＣＴ技術とロボット技術を融合した自律知能・群知能の研究開発 
・ 異種複数のロボットやドローンがネットワークで結合し、高度かつ自律的に活動するた

めの研究開発を推進する。 
 

4） 高性能ドローンの研究開発 
・ 飛行時間･ペイロードの大幅増加を実現する高機能ドローンの開発を検討する。 
・ 災害時等におけるドローンによる状況把握を可能にする高性能センサ技術の開発を

推進する。また、国際的な動向を把握するとともに、関係機関との連携を図りながら、
その性能評価手法の開発・標準化を行うための検討を進める。 

    

5） 市場化・産業化に向けた性能評価手法の標準化に向けた研究開発 
・ 災害対応・インフラ点検ロボット等に対する性能評価手法の検討を進める。 
・ その性能評価手法に関し、国際的な普及や標準化のため、福島ロボットテストフィ

ールドにおける国際競技大会（ワールドロボットサミット 過酷環境チャレンジ）に
ついて、令和 6 年度に準備大会を実施するなど、令和 7 年度に開催するための
準備を推進する。 

 

(2) 農林水産業 
労働力不足や高度な資源循環の実現といった福島や我が国に共通する課題解決に向け、

被災地域のニーズを踏まえた技術開発及び実証研究を進める。さらに、生産現場レベルでの
実証を実施することで、短期的にも福島浜通り地域の営農再開等の課題解決に貢献するよ
う取り組む。 
令和６年度は、以下の取組を進める。 
 

1） 先端技術を活用した超省力・効率的な生産技術体系の確立 
・ 農機が複数ほ場を自律的に移動、作業することを可能とする地理的空間情報を

用いた農機制御システムや産地化に資する農作物の生産力・競争力強化に資す
る自動化・機械化栽培体系の確立に向けた技術開発及び実証研究を推進する。
また、林業のスマート化に関する研究に着手する。 

・ 営農意欲の減退や作業負担の増加につながる鳥獣・病害被害の低減に向けた防
除技術の開発及び有効性・安全性等の実証を推進する。 

    

2） 農山漁村エネルギーネットワークマネジメントシステムの構築 
・ 農山漁村に賦存する再生可能エネルギーを活用した地産地消型のエネルギーシス

テムの構築に向けた技術開発及び実証研究を推進する。 
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・ 農林水産資源の循環利用を可能とする技術体系等の経済性・生産性等の技術
開発を推進する。 

 

3） 新たな農林水産資源の生産・活用 
・ 地域のエネルギー源や新機能素材などの産業化に向けた有用性の評価等のデータ

収集・分析、栽培体系等の技術開発を推進する。 
 

(3) エネルギー 
  福島浜通り地域等を世界におけるカーボンニュートラルの先駆けの地とするため、再生可能
エネルギーや水素を地産地消で面的に最大限活用するネットワークの形成等に取り組み、水
素製造及び利用に関する技術、ネガティブエミッションのコアとなる技術の研究開発等を行う。 
令和６年度は、以下の取組を進める。 
 

1） ネガティブエミッションのコア技術の研究開発・実証（ＢＥＣＣＳ、ブルーカーボン等） 
・ ネガティブエミッション技術に関する国内外の動向等を調査する。 
・ 実証候補とすべき早生かつ CO2大量吸収特性を備え、強度増・利用しやすさ等

の付加機能を付与した植物を生産するための基礎研究を推進し、技術課題を抽
出する。また、海藻類の CO2 固定機能のメカニズム解明を進め、ゲノム編集/交
配技術/育種技術等を適用して、CO2 固定速度の向上や育成技術について基
礎研究を推進し、課題を抽出する。 

   
2） バイオ統合型グリーンケミカル技術の研究開発 
・ CO2吸収分を含めたプロセス全体の物質収支の評価等を推進する。 
・ 先進的フィシャー・トロプッシュ（FT）プロセスを実現するため反応の解明に取り組

み、革新的なプロセスの設計・開発を進める。得られた知見により、バイオ統合型グ
リーンケミカル技術プロセスの概念設計を実施する。 

      

3） 水素エネルギーネットワークの構築 
・ 再生可能エネルギーを電力源として利用する水素エネルギーシステムを電力ネットワ

ークに適合させるため、プロトタイプの要素技術開発を推進する。 
・ 電気系統と熱ラインの相互融合を目指し、電力を水素として高効率に貯蔵・利用

する Power to Gas（P2G）を実現する電力・水素エネルギー連携システムの設
計を行う。 

・ 最先端材料開発技術を駆使したデータ駆動型材料開発手法の調査、開発環境
の構築に必要な装置の検討等を進める。 

 

4） 被災地企業等再生可能エネルギー技術シーズ開発・事業化支援 
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・ 福島浜通り地域等１５市町村に所在する企業等が保有する再生可能エネルギー
に関連した技術に対し、国立研究開発法人産業技術総合研究所（産総研）福
島再生可能エネルギー研究所（ＦＲＥＡ）の研究設備や知見等を活用して性
能評価等の技術支援を進める。 

・ 外部機関と連携し、事業化に向けた中長期的な事業計画の策定や販路拡大等
のための支援を行う。 

 

(4) -① 放射線科学・創薬医療 
放射線及び放射性同位元素（ラジオアイソトープ、ＲＩ）利用に関する基礎基盤研究を

軸として、医療分野はもとより、工業・農業を含む多様な分野への成果の応用を見据えて研
究開発を進める。特に、創薬医療分野では、がん治療への応用をはじめとする放射線の先端
的医学利用や先端的な創薬技術開発等に取り組む。 
令和６年度は、以下の取組を進める。 
 

1） 創薬医療分野の研究開発の一体的推進 
・ 標的アイソトープ治療（放射性薬剤を疾患部位に特異的に集積させる治療法）

に係る研究開発として、アルファ線放出核種等を用いた新規放射性薬剤の開発に
向けた基礎的研究や非臨床試験等を推進する。 

・ 加速器を利用したＲＩの製造技術、標的照射後処理と薬剤合成技術、ドラッグ
デリバリー（薬剤送達）技術等を例とした創薬医療分野の研究開発を推進する。 
 

2） 放射線イメージング技術の研究開発の推進 
・ 放射線イメージング技術の高分解能化、構造物内部や空間の状況把握に適した

大視野３Ｄ化、様々なＲＩや線源に対応した新たなイメージング技術の開発など
を例とした放射線イメージング技術に関する研究開発を推進する。 

    

3） 放射化学等放射線基礎科学の推進 
・ 電子デバイスの信頼性の向上、新たな材料の開発、生物研究の高度化、農業技

術の高度化、新たな分離や分析の技術などの高度化、ミクロな物理現象の解明な
どに資するような、放射線利用に関する研究開発について、既存研究機関の取組
も踏まえ、機構が実施することへのニーズを調査するとともに、目的志向のフィージビ
リティスタディを推進する。 

    

4） 放射線に関する研究に従事する人材育成 
・ 放射線に関する研究を実施するにあたって、放射線の安全利用を考慮した上で必

要な人材（医学物理士等）の育成に着手する。 
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5） 中核的な放射線発生装置等の開発・整備 
・ 放射線発生装置（加速器）等の施設・設備等の整備にあたっては、令和５年度

にとりまとめられた施設基本計画やそれに基づく整備スケジュール等を踏まえつつ、既
存設備を持つ大学や研究機関等のリソースやポテンシャルも活かしながら効果的・
効率的に進めていくという方針の下、検討を進める。 

    

(4) -② 放射線の産業利用 
本研究開発では、Ｘ線をはじめとする放射線を利用した非破壊計測技術の産業応用につ

いて検討を行う。非破壊計測データと高画質化等の画像処理基盤技術やシミュレーション技
術を組み合わせることでサイバー・フィジカル・エンジニアリング技術（仮想空間と現実を統合す
る産業技術）を実現し、これからの産業の DX に貢献する。 
令和６年度は、以下の取組を進める。 
 

1） 放射線の産業利用分野の技術課題の検討 
・ 令和 5年度に実施した調査研究の結果を踏まえ、放射線を活用した非破壊計測

がこれからの産業に与えるインパクトについての調査、検討を進める。 
・ X線 CT を含む放射線利用計測装置のより広範な産業分野への適用可能性に関し

て継続して検討する。 
    

(5) 原子力災害に関するデータや知見の集積・発信 
原子力災害に見舞われた福島を中心とした放射性物質の環境動態を、国や福島県、関

係機関と連携しつつ様々な環境媒体を通じて解明し、環境回復に貢献する。また、得られた
科学的知見及び関係機関が蓄積した原子力災害に関するデータや知見を収集・分析し、人
材の育成に取り組むとともに、世代や地域を超えて、継続的・効果的に情報発信する。 
さらに、これらで得られる知見の集約・蓄積を検討するとともに、国際機関との連携により高

度な研究能力を有する研究人材・実践人材の育成を進める。 
令和６年度は、以下の取組を進める。 
 

1） 放射能汚染の環境動態計測研究 
・ フィールドでの調査を継続し、森林を中心に生態系を通した放射性核種の動態メカニ

ズムの調査・分析を進め、人間活動が陸域の放射性物質移行に与える影響や移行
抑制対策の効果を評価することにより、福島復興に向けた安全安心なまちづくりに貢
献する取組を目指す。 

・ 森林や河川、湖沼において、樹木、キノコ、山菜類、小動物、植物、微生物等を介し
た放射性核種の循環を調査し、環境と生態系全体を１つのシステムとして捉えた生
態環境インフォマティクスへの展開を進める。 

・ 環境動態研究によって得られた科学的知見の国際社会への発信を進める。 
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2） 情報公開、地域の人々の共生、原子力災害の影響、まちづくり研究 
・ 放射線影響、避難生活による健康影響に関する情報等を集積・蓄積するとともに、こ

れらを支える人材育成を推進する。 
・ 活力ある地域づくりに貢献するため、地域の生活環境、帰還者・移住者、研究人材

等が共存・共生する新たなコミュニティ形成、産業創出といった観点での施策の提案
等を実施する。 

 

（ii）研究開発環境の整備 
施設基本計画等を踏まえ、国が行う基本・実施設計に資するよう、研究・実験施設のフロアレイアウ

トの検討に参画する。その際には、研究開発の効率的な推進や、分野融合を促進する観点なども考
慮する。 
研究設備・機器については、将来的なコアファシリティの構築も見据えて、使用頻度や設置環境、汎

用性などの様々な要素を勘案して、分野横断的に必要な設備・機器、分野特有に必要な設備・機
器、研究室単位で必要な設備・機器のように複数の階層に分類して整理を進める。 
機構は研究施設を有していないため、研究人材の確保と並行して、研究内容に応じた適切なレン

タルラボ等を準備し、当該人材が機構の職員として研究開発を実施できる環境を整備する。 
本年度においては、新たに５～１０程度の研究グループの構築を目指すこととし、リサーチ・アドミニ

ストレーター等の専門人材を確保することにより研究支援体制の充実を図る。 
 

（iii）研究開発に係る情報収集等 
福島の復興・再生に貢献する研究開発のニーズなど、研究開発に係る内外の情報や資料を収

集・分析し、令和７年度以降の研究テーマの設定・継続の適否を検討する際に有効に活用するとと
もに、外部機関からの求めに応じて適切に情報提供を行う。 
具体的には、新産業創出等研究開発協議会に設置した研究開発等ワーキンググループや産学

官ネットワークセミナーなどを通じて、これまでに大学や研究機関、企業等が実施してきた取組を整理
し、今後の連携の可能性についての検討を引き続き進める。これに加え、特定の分野・領域ごとに、
機構の研究開発に親和性のある研究開発を実施している研究者を集め、より実務レベルでの意見
交換を行う。 

 

2. 産業化に関する目標を達成するためとるべき措置 
機構における研究開発を、福島をはじめ東北の復興に結び付けるためには、広く企業や関係機関を

巻き込みながら、実用化や新産業創出に着実につなげていく必要がある。 
そのため、以下のように取り組む。 
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(1) 産学連携体制の構築 
機構において世界水準の研究開発の実施及びその社会実装を実現していくためには、機

構と産業界との間で、人材・研究開発・資金の好循環を支える仕組みを構築することが重要
である。 
令和６年度においては、公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構が企業

誘致やビジネスマッチング、起業・創業支援などの取組の中で培ってきた企業とのつながりを活
かし、企業と交流し、福島県内外の企業や事業環境などについての知見を深めていく。また、
事業プラン提案型営業による研究開発成果の技術移転や地元企業との共同研究を目指し、
機構の研究開発の成果の事業プラン（製品・サービス化）を念頭に置いた連携体制等を検
討していく。 
併せて、これらの検討にあたって、先端技術の事業化経験等を有する専門人材の確保に

努める。 
また、福島県内のものづくり産業の技術基盤を支えてきている福島県ハイテクプラザと連携し

て、地元企業の研究開発能力や産業競争力の強化に必要な取組の検討を進める。 
 

(2) 広報・情報の発信等 
地域住民をはじめとした国民の広範な支持・理解が得られるよう、機構の活動や研究成果

について、プレス発表、シンポジウム、セミナー、ウェブサイト、SNS 等により、分かりやすく情報
発信を行う。具体的には、産学官ネットワークセミナーなど研究者と地元企業、産業界との交
流イベントを実施する。 
また、企業等が多く集まるイベントでのブース出展等を通して機構の情報発信を行う。 
これらの情報発信を通じて機構の存在感を提示し、大学や他の研究機関、企業等との連

携や研究人材の確保を図る。 
 

(3) 戦略的な知的財産マネジメント 
機構の研究シーズ・技術シーズを新製品や新市場の創出につなげていくため、機構として戦

略的に知的財産の取得・保護を行うとともに、専門人材の確保や仕組みの構築等を着実に
進める必要がある。令和６年度においては、専門人材の確保に努めるとともに、オープン・クロ
ーズ戦略、標準化戦略、共同研究における独占・非独占実施などの知的財産マネジメント方
針についての検討を行っていく。 

 

3. 人材育成・確保に関する目標を達成するためとるべき措置 
 （i）人材育成 

(1) 大学院生等を対象とした人材育成 
・ 先端的な研究開発の実施に不可欠な研究人材の育成を図る観点から、令和６年度に

設置する連携大学院講座において、大学院生の研究指導を開始する。また、機構の研
究者による大学院生等への研究指導などについて、今後、学生が機構における先端科学
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の研究開発機能を活用しながら研究に取り組むことができるよう、検討を進める。加えて、
地元の大学等と連携し、地域で学部生も含めた人材育成を推進する。 

 

(2) 地域の未来を担う若者世代を対象とした人材育成 
・ 研究に必要な技術者等の長期的な育成等を効果的に推進する観点から、地元の高等

専門学校との連携を深める。また、初等教育、中等教育、そして高等教育につながる連
続的な人材育成を行う観点から、機構や連携する大学・研究機関等の研究者による地
元の高等学校等への出前授業を関係機関と協力して進める。さらに、小中学生等につい
ては科学技術に触れる多様な機会を設ける取組を推進する。 

・ 福島県内の大学、高等専門学校の学生・生徒を対象に、最先端の科学技術の魅力と
可能性等に関し、理事長等の機構のトップ陣によるセミナー（Ｆ－ＲＥＩトップセミナー）
を昨年度に引き続き開催する。 

 

(3) 企業の専門人材等を対象とした人材育成 
・ 機構の研究成果を広く波及させるには、企業等においても、機構の研究開発成果を産業

化に結び付けることができる十分な技術水準を有することが必要である。そのため、機構は、
その幅広い研究開発分野に対応した、企業人材・社会人向けの専門教育やリカレント教
育を用意し、研究開発の様々なシーズを、ビジネスとして事業利用できる人材の育成に取
り組む。令和６年度においては、研究成果の製品化やサービス化に取り組むことができる
専門人材の育成方法について、大学ＴＬＯ（Technology Licensing Organization、
技術移転機関）などから情報収集する。 

 

（ii）人材確保 
令和５年度に委託事業として開始した研究開発を段階的にインハウス研究へと移行させていくため、

委託先と協議を重ねながら、クロスアポイントメントなどの形で委託先の研究者が機構の研究者として
参画するよう調整を進める。 
また、当初からインハウス研究として開始する研究開発については、公募により研究人材の確保に取

り組む。公募を行うにあたっては、機構のホームページでの公表に加えて、国立研究開発法人科学技
術振興機構が運営する JREC-IN Portal などの既存のプラットフォームも効果的に活用して、関係機
関や関係者に幅広く周知する。さらに、国内の研究者だけでなく、海外の研究者の招へいに向けた検
討を行う。 

 

 研究開発等業務の運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 
  

1. 大学や他の研究機関等との連携 
国や地方公共団体等の施策と緊密に連携を図りながら、研究開発、産業化、人材育成・確保等

の機構のミッションを円滑に進めるとともに、立地近接地域だけでなく機構設置の効果を広域的に波
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及させるため、産学官ネットワークセミナーや F-REI 座談会などを通じて、福島や全国の大学、教育
機関、研究機関、企業、市町村等との効果的な広域連携を進める。F-REI 座談会については、機
構設置の効果を福島県内全体に広域的に波及させるため、浜通り地域に加え、中通り、会津地域
でも実施する。 
こうした取組から、令和６年度においては、ＭＯＵ（基本合意）や包括連携協定等について、東

北をはじめ広く国内や海外の機関も含めて新たに５件以上締結することを目指し、積極的な活動を
実施していく。ＭＯＵや包括連携協定の内容としては、共同研究等の研究協力、研究者等の交流
及び人材の育成、情報交換、施設・設備・実証フィールドの相互利用などに関する連携協力を想定
している。 

 

2. 効果的・効率的なマネジメント体制の確立 
理事長を中心としたトップマネジメントに加え、外部の専門家・有識者からも助言を得ることにより、

ＰＤＣＡサイクルに基づく効果的・効率的な業務管理を行う。 
具体的な体制として、機構の社会的認知度の向上や機構の活動の各方面への展開等につなげる

ため、アドバイザリーボードを開催し、運営全般にわたる俯瞰的な視点からの意見を得るほか、機構の
国際的なネットワークの形成や国際的プレゼンスの向上の方策について助言を得るため、国際アドバイ
ザーとの意見交換を行う。 
また、組織の肥大化に留意しつつ、戦略的かつ柔軟に研究開発等並びに福島の課題把握及び地

域との協働等を進める。 
さらに、我が国が今後優位性を発揮し、世界への貢献が期待される分野への研究資源の配分、

経済安全保障の概念も踏まえたセキュリティの実施等について戦略的かつ機動的に判断する。特に、
セキュリティの実施については、講習会の実施や業務マニュアルの作成に向けて取り組む。 

 

3. 経費等の合理化・効率化 
経費の合理化・効率化については、機構の財源の多くが国からの補助金であることに鑑み、国民に

対する説明責任を果たすため、実績を点検し、合理的かつ効率的に予算を執行する。 
機構が締結する契約については、研究成果の最大化を目指すために、一般競争を原則としつつも、

真にやむをえない場合においては、機構の事業・事務の特性も踏まえ、その他合理的な調達を検討
する。その際、随意契約を行う場合にあっても、公表の徹底等により透明性、公正性を図る。 
また、人件費については、政府の方針を踏まえ、法に基づく国際的に卓越した人材確保の必要性

といった機構の特徴に応じて必要な措置を講じる。給与水準については、国民に対する説明責任を
果たす観点から、ラスパイレス指数、役員報酬、給与規程（俸給表を含む）及び総人件費を公表
する。 
以上を実現するため、設立２年目である令和６年度は、初年度である令和 5年度同様、適正な

予算執行、適切な契約締結をはじめ必要な措置を実施していく。 
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 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 
 

1. 予算 
別紙のとおり 
 

2. 収支計画 
別紙のとおり 
 

3. 資金計画 
別紙のとおり 
 

4. 財源の確保 
競争的研究費については、国や地方公共団体等と緊密に連携を図り、機構内で公募情報を共有

して積極的・戦略的な応募を促進する。また、企業等との受託研究・共同研究の実施や寄附金の獲
得を念頭に、機構の活動紹介や関係機関等との情報交換、意見交換等を進める。 

 

 短期借入金の限度額 
短期借入限度額は 30億円とする。 
短期借入が想定される事態としては、補助金の受入の遅延等がある。 

 

 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処
分に関する計画 

なし。 
 

 財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画 
なし。 

 

 剰余金の使途 
なし。 

 

 その他主務省令で定める研究開発等業務の運営に関する事項 
 

1. 施設及び設備に関する計画 
令和５年度に国によりとりまとめられた施設基本計画に基づき進められる施設の設計について、機

構の研究開発等の機能が十分に発揮される魅力的な研究開発等環境が整備されるよう、主体性を
もってその検討に参画する。 
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2. 人事に関する計画 
機構は、人事に関する事項として、以下の取組を行う。 

・ 給与について、成果や能力に応じて柔軟に設定する。 
・ 職員（研究職、事務職等）については、当初は有期雇用を活用することを基本とするが、優れ

た研究者については、早い段階から無期雇用に移行する。 
・ 新設組織であるメリットや業績評価の仕組み等を活用して、研究職等において、先例にとらわれ

ず、若手や女性の積極的な登用を図る。 
 

3. 中期目標の期間を超える債務負担 
中期目標期間を超える債務負担については、当該債務負担行為の必要性及び資金計画への影

響を勘案し、合理的と判断されるものについて行う。 
 

4. 積立金の使途 
なし。 
 

5. 情報システムの整備及び管理に関する計画 
「情報システムの整備及び管理の基本的な方針」（令和３年 12 月 24 日デジタル大臣決定）

を踏まえ、情報システムの適切な整備及び管理に向けた講習会の実施や業務マニュアルの作成を行
う。 
 

6. 認知度の向上や多様なパートナーシップの構築に関する計画 
本中期目標期間においては、「基盤作りと存在感の提示」に重点を置くこととされているため、機構

の認知度の向上や多様なパートナーシップの構築に向けて、以下のとおり取り組む。 
・ シンポジウムやセミナー等の開催を通じて、機構の研究開発の狙いや意義、効果等をわかりやす

く発信し、機構の取組に対する認知度の向上、理解の醸成を図るとともに、機構の研究開発の
進捗や成果に関する情報を発信し、国内外の大学、研究機関、企業等との共同研究の実施
ができるような環境を整備していく。また、機構の研究開発の成果に関して、令和６年度におい
ては、１回以上の成果報告会を実施する。 

・ 機構の取組に対する地域住民をはじめとした国民の理解を醸成し、海外にも目を向けた幅広い
広報活動を行う観点から、ウェブサイトの掲載内容の充実強化と英語ページの拡充を行うととも
に、メールマガジン、ＳＮＳを積極的に活用して活動の状況やイベント開催等の情報発信を行う。 

・ 令和７年の大阪・関西万博に向けて国際的な広報効果も視野に入れた体験型の会場展示の
検討を進める。 

・ パンフレットをよりわかりやすい形に更新するとともに、子どもたちや研究者向けのパンフレットも新た
に作成、配布するなど、機構の活動を幅広く浸透させるような情報発信に取り組む。 

・ 機構が福島イノベーション・コースト構想を更に発展させ、福島の復興・再生に貢献し、地元に定
着して親しまれる存在になるため、可能な限り県内で研究開発や産業化・社会実装、人材育
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成等に取り組み、福島県内の多様な主体とのパートナーシップの構築を進める。また、機構の活
動や研究開発の成果がどのような形で地域に還元されるのか、わかりやすく伝える必要があること
から、福島県民をはじめ一般向けのシンポジウムの開催はもとより、国、福島県・市町村等が主
催する講演会、展示会、セミナー、その他地域のイベント等への参加等に積極的に取り組む。ま
た、国際学会や国際シンポジウム等にも積極的に参加することにより、戦略的にアウトリーチ活動
を実施する。 

 
7. 規制緩和に向けた取組に関する計画 
福島において他の地域ではできない実証等を可能とするため、研究開発の中で障害となる規制に

対し、研究者や企業等からの要望を集約し国等に提案できるよう、研究開発の進捗を踏まえながら、
実地に即した規制緩和に向けた検討を進める。
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別紙１

（単位：千円）

区　分　＼　セグメント ロボット 農林水産業 エネルギー
放射線科学・創
薬医療、放射線
の産業利用

原子力災害に関
するデータや知
見の集積・発信

法人共通 合 計

【収入】
　新産業創出等研究開発推進事業費補助金 2,402,761 1,917,524 3,161,199 1,611,963 816,232 2,007,451 11,917,130

計　 2,402,761 1,917,524 3,161,199 1,611,963 816,232 2,007,451 11,917,130
【支出】
　一般管理費 ー ー ー ー ー 2,007,451 2,007,451
　　　　うち人件費 ー ー ー ー ー 872,284 872,284
　　　　　　物件費 ー ー ー ー ー 1,135,167 1,135,167

　業務経費 2,402,761 1,917,524 3,161,199 1,611,963 816,232 ー 9,909,679
　　　　うち人件費 105,721 58,960 106,065 70,926 36,000 ー 377,672
　　　　　　物件費 2,297,040 1,858,564 3,055,134 1,541,037 780,232 ー 9,532,007

計　 2,402,761 1,917,524 3,161,199 1,611,963 816,232 2,007,451 11,917,130

※　上記予算額には、助成等業務に係る予算を含む。

令和６年度　予算
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別紙２

（単位：千円）

区分　＼　セグメント ロボット 農林水産業 エネルギー
放射線科学・創
薬医療、放射線
の産業利用

原子力災害に関
するデータや知
見の集積・発信

法人共通 合　計

【費用の部】

　　一般管理費 ー ー ー ー ー 2,001,776 2,001,776

　　業務経費 1,828,501 1,452,883 2,397,416 1,226,704 621,174 ー 7,526,678

　　減価償却費 377,882 209,660 365,320 274,314 61,345 1,255 1,289,776

計　 2,206,383 1,662,543 2,762,736 1,501,018 682,519 2,003,031 10,818,230

【収益の部】

　補助金等収益 1,828,501 1,452,883 2,397,416 1,226,704 621,174 2,001,776 9,528,454

　資産見返補助金等戻入 377,882 209,660 365,320 274,314 61,345 1,255 1,289,776

計　 2,206,383 1,662,543 2,762,736 1,501,018 682,519 2,003,031 10,818,230

※　上記収支計画には、助成等業務に係る収支を含む。

令和６年度　収支計画
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別紙３

（単位：千円）

区　分　＼　セグメント ロボット 農林水産業 エネルギー
放射線科学・創
薬医療、放射線
の産業利用

原子力災害に関
するデータや知
見の集積・発信

法人共通 合　計

【資金支出】
　業務活動による支出
　　 原材料、商品又はサービスの購入による支出 1,722,780 1,393,923 2,291,351 1,155,778 585,174 1,129,320 8,278,326
　　人件費支出 105,721 58,960 106,065 70,926 36,000 872,284 1,249,956
　　法人税等の支払額 ー ー ー ー ー 172 172

　投資活動による支出 574,260 464,641 763,783 385,259 195,058 5,675 2,388,676

計　 2,402,761 1,917,524 3,161,199 1,611,963 816,232 2,007,451 11,917,130
【資金収入】
　業務活動による収入
　　補助金等収入 2,402,761 1,917,524 3,161,199 1,611,963 816,232 2,007,451 11,917,130

計　 2,402,761 1,917,524 3,161,199 1,611,963 816,232 2,007,451 11,917,130

※　上記資金計画には、助成等業務に係る資金を含む。

令和６年度　資金計画
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